
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

次期計画は、市の最上位計画として機能することが求められ、条例

に規定される「基本構想の構成等」を踏まえつつ、①基本構想、②基

本計画、③実施計画からなる三層構造とします。 

 

基本計画の期間は４年とし、基本構想が示すまちの将来像に向け

て、達成状況の確認などの進行管理を行います。 

 

構成 内容 期間 議決 

基本 

構想 

 まちの将来像及び総合計画の全体

像を示す。 

 基本的な理念や考え方、市のありた

い姿及び方向性、計画の仕組みから

構成。 

要 要 

基本 

計画 

 基本構想の理念を実現するための

政策・施策の方向性と体系、目標を

示す。 

 基本計画の中に「まち・ひと・しご

と創生総合戦略」部分を位置づけ

る。 

4 年 - 要 

実施 

計画 

 基本計画と整合した具体的事業及

び予算を示す。 

 市が毎年度、予算編成とともに作

成。 

1 年 - - 

 

（総合計画全体像イメージ） 

 

本市では、交野市基本構想条例に基づき、「市に関わるあらゆる事

業又は活動の企画立案、実行及び評価の基本的な指針とする構想」を

策定し、まちづくりを進めています。 

 

平成23年度からスタートした第４次交野市総合計画基本構想「み

んなの“かたの”基本構想」では、「あじわい・なりわい・にぎわい “み

ん活”でわいわいと “かたのサイズ”なまち暮らし」を基本理念とし、

11の暮らしの夢の実現を目指して取り組んでいるところです。 

 

現行計画の策定から 10年が経過する中、少子高齢化や人口減少に

よる影響、大規模災害や感染症への対策、情報通信技術の急速な進歩

など、社会の変化が加速化し、行政が対応すべき課題は複雑化してい

ます。 

また、市制施行から50年を迎える一方、当時に建設された公共施

設やインフラの老朽化は進行しており、限られた行政資源を効率的・

効果的に活用しながら、これらの変化に対応しつつ、持続的な行政運

営を図っていく必要があります。 

 

こうした社会環境の変化を踏まえ、市民や事業者、行政などまちづ

くりの主体が、改めて目指すべきまちの将来像を共有し、それぞれの

強みを生かし協力しながら地域社会の活力を維持していくため、中長

期的な新たなまちづくりの指針として「第５次交野市総合計画基本構

想（以下、次期計画という。）」を策定します。 

 

また、人口減少克服・地方創生を目的とした「第２期交野市まち・

ひと・しごと創生総合戦略」が令和４年度をもって計画期間が終了す

ることを受け、「第３期交野市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に

ついては次期計画に内包又は連動させる形式とし、両計画を一体的に

策定するものとします。 

次期計画の策定にあたっては、以下の考え方を踏まえて検討を進め

ます。 

 

(1)地域社会の現状把握と、将来予測に基づく議論 

この１０年の少子高齢化・人口減少などの変化を踏まえ、現状と課

題の整理を進めるとともに、人口ビジョンなどの将来推計を活用し、

まちの将来像を議論します。 

 

(2)新たな課題への対応 

大規模災害や感染症対策、公共施設やインフラの老朽化対策など、

近年取組みの優先順位が高まっている課題やテーマ、また、SDGsや

行政DXの推進など、分野横断的な重要政策に柔軟に対応できる計画

とします。 

【新たな課題やテーマ】 

 相次ぐ自然災害の発生 

 新型コロナウイルスなどの感染症対策 

 公共施設・インフラの老朽化と再配置 

 ＳＤＧｓの推進 

 情報通信技術の進歩と行政DXの推進 

 まちの活力維持のための移住・定住促進、シティプロモーション 

 

(3)実効性のある進行管理の仕組み 

限られた行政資源を有効に活用し、持続的に行政運営を推進させる

ための仕組みを取り入れます。 

①基本構想における理念や方向性を実現するため、基本計画において

分かりやすい施策体系を構築する。 

②実効性のある進行管理を行うため、施策体系と個別事業との繋がり

を整理するとともに、予算管理や財政見通しとの整合を図り、適切

な行政評価の仕組みを導入する。 

③都市計画マスタープランなど、個別行政計画との関係を整理する。 

④将来に渡る社会経済環境の変化にも柔軟に対応できる計画とする。 

 

(4)多様な主体の参画と協働 

市民や事業者など、様々なまちづくりを支える主体の声を取り入れ

るとともに、有識者や市民、団体などから構成される審議会において

議論を重ねるなど、時代に即した市民参画・市民協働のあり方を踏ま

えた計画とします。また、誰にとっても分かりやすく、皆に活用され

る計画とします。 

交野市第５次総合計画基本構想 策定方針 

１．策定の趣旨 ２．策定にあたっての考え方 ３． 基本的な構成 

資料１ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基
本
構
想 

１．総合計画の概要  

 
①第５次総合計画策定の趣旨 ②計画の構成・期間 

２．策定の背景  

 
①社会潮流・取り巻く環境の変化 ②交野市の特性 

③交野市の現状 ④将来人口推計 

⑤主要な課題 

３．まちの将来像(将来都市像)  

メインテーマ：●●●●●●●● 

（サブテーマ：○○○○○○○○○○○○○） 

４．まちづくりの基本目標  

① ②

③ ④

⑤ ⑥

第
１
期
基
本
計
画 

１．基本計画の概要  

 
①計画の構成、総合戦略との関係 ②施策の体系 

③施策の見方 ④運営方針 

２．主要施策各論  

 
①（仮）子どもが元気に成長するまち 子育て／教育 

②（仮）支え合う健康・福祉のまち 健康／福祉 

③（仮）活力と魅力あふれるまち 地域振興・産業振興／文化 

④（仮）自然と調和した安全安心のまち 環境／防災（危機管理） 

⑤（仮）快適で住み心地の良いまち 都市計画／都市基盤 

⑥（仮）全ての人が輝くまち 人権／協働／行政運営 

条例の規定に基づき、諮問機関として基本構想審議会を設置し、素

案等の検討を行うとともに、市民等の意見を反映できるよう、参画機

会の確保に取り組みます。 

庁内においても、若手職員を含む検討体制の構築と、多様な意見の

集約に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※多様な意見を集約するため、必要に応じて追加のアンケート等を行

います。 

第
２
回
審
議
会 

市民参画等 

基本構想審議会 市議会 

市民満足度調査  

市民意識調査  

市民ワークショップ 

転入出者アンケート 

 

庁内体制 

市  長 

重点施策推進本部会議 

（幹部級） 

検討ワークグループ 

（若手職員） 

事務局 

（企画財政部政策企画課） 

庁内アンケート

諮問 答申 

追加のアンケート※ 

議決 

付議 

将来推計 

改定人口ビジョン その他の資料 

反映 参考 

意見 

反映 

パブリックコメント

委員選出 

第
３
・
４
回
審
議
会 

第
１
回
審
議
会 

第
５
～
８
回
審
議
会 

 2・３月頃開催予定 

 ワークショップの報告 

 まちの将来像及びまちづくり

の基本目標に係る審議 

 基本計画フレームの提示 

 令和 4年度春～夏頃開催予定 

 第１期基本計画素案の審議（分

野別に審議することを想定） 

 基本構想案、基本計画案のまと

めと、パブリックコメント結果

の審議 

 10/13 開催 

 策定方針、これまでの流れ、

市民意識調査等の共有 

 12 月初旬開催予定 

 本市の特徴や課題の整理 

４．策定体制 ５．第５次総合計画のフレームとスケジュール 

※上記は全体構成を把握するためのイメージです。各項目は検討に応じて見直します。 


